
  
令和８年度 商店街振興事業一覧 
※東京都又は(及び)中野区産業振興課実施 

 

 

事業名 事業概要 
区への前年度中の 

事前連絡の要否 

商店街チャレンジ戦略支援事業 

 
1 

イベント事業 
（都・区） 

商店街等が行う、商店街活性化のためのイベント事業及び 

活性化事業に対し、支援(補助)を行います。 
  
※詳細は「マニュアル（概要版・イベント事業編・活性化事 

業編）」参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要 
 

 

区が、例年９月頃、 

実施している「翌年

度の活用希望調査」

にて、「その年の翌

年度に申請を希望す

る事業」について、

ご回答ください。 

 

 

区は、その調査結果 

を元に翌年度分の予 

算調整を行います。 

 

 

※※※ 

当希望調査にて回答 

が提出されなかった 

場合、原則、翌年度 

に事業を活用するこ 

とはできません。 

ご注意ください。 

2 
活性化事業 
（都・区） 

3 
地域連携型 
商店街事業 
（都・区） 

商店街と地域団体とで設立した実行委員会が行う、商店街

及び地域活性化のためのイベント事業及び活性化事業に対

し、支援(補助)を行います。 
※詳細は「マニュアル(地域連携型商店街事業編)」参照 

4 
地域力向上事業 
（都・区） 

商店街が行う、地域の住民生活を支えるための事業に対し、 

支援(補助)を行います。 
 
※詳細は「マニュアル（地域力向上事業編）」参照 

5 
商店街担い手 
育成支援事業 
（都・区） 

商店街等が、商店街組織の担い手育成のために実施する 

事業に対し、支援(補助)を行います。 
 
〇補助対象 

 ① 女性活躍推進事業 

 ② 若手・女性支援事業 

 ③ 担い手確保支援事業 

     チャレンジショップの開設や人材育成セミナー、 

   商店街会員獲得パンフ作成など。 
  
※詳細は、東京都 HP「商店街に対する助成」を参照するか、 

中野区・東京都まで直接お問合せください。 

6 
未来商店街活力 
向上支援事業 
（都・区） 

商店街が行う、“新たな商店街づくり”に加え“地域ブラ

ンド力の向上”に取り組む事業に対し、一気通貫で３年間

の伴走支援(補助)を行います。 
 
〇補助対象（例） 

・地域ブランド・新商品の企画開発 

・多世代交流を増やすイベントの開催 
 
※詳細は、東京都 HP「商店街に対する助成」を参照するか、 

中野区・東京都まで直接お問合せください。 

7 

商店街戦略的 
リノベーション 

支援事業 
（都・区） 

商店街等が行う、まちづくりの視点をもって来街者の増

加、収益力向上に関わる取組を行う事業に対し、支援(補

助)を行います。 
 
〇補助対象 

・まちづくりに関する方針・計画策定に要する経費 

・策定した計画に基づく取組に要する経費 
  
※詳細は、東京都 HP「商店街に対する助成」を参照するか、 

 中野区・東京都まで直接お問合せください。 
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事業名 事業概要 
区への前年度中の

事前連絡の要否 

商店街チャレンジ戦略支援事業 

 

8 
政策課題対応
型商店街事業 

（都） 

商店街等が行う、施設整備や買物弱者の利便を図る事業に 

対し、支援(補助)を行います。 

 

※詳細は、東京都 HP「商店街に対する助成」を参照するか、 

中野区・東京都まで直接お問合せください。 

必要 
 

区が、例年９月頃、

実施している「翌年

度の活用希望調査」

にて、「その年の翌

年度に申請を希望す

る事業」について、

ご回答ください。 

9 

都単独事業 
(上記 8)への 
上乗せ補助 

（区） 

商店街等が行う、老朽化に伴う商店街等街路灯撤去事業に 

対し、支援(補助)を行います。 

 

※ただし、都単独事業(上記 8「政策課題対応型商店街事 

業」)への上乗せ補助として、実施するため、都単独事 

業にて、都より交付決定及び額の確定を受けた事業を 

補助対象とする。 

 

※詳細は、中野区へお問合せください。 

 

必要 
 
区が、例年９月頃、 

実施している「翌年 

度の活用希望調査」 

にて、「その年の翌 

年度に申請を希望す 

る事業」について、 

ご回答ください。 
 

区は、その調査結果 

を元に翌年度分の予 

算調整を行います。 

 

※※※ 

当希望調査にて回答 

が提出されなかった 

場合、原則、翌年度 

に事業を活用するこ 

とはできません。 

ご注意ください。 

10 

商店街ステッ

プアップ応援

事業 

（都・区） 

商店街に対し、必要な支援(ノウハウの提供や費用助成)を 

行い、商店街の基盤強化につなげます。 

 

〇支援プラン内容 

① 専門家派遣（専門的知識の提供） 

② 巡回相談（課題の掘り起こし～取組の提案） 

③ 商店街の来街者等調査、活性化計画策定に係る 

支援（調査・プラン補助） 
 
※詳細は、東京都 HP「商店街に対する助成」を参照するか、 

中野区・東京都まで直接お問合せください。 

11 

商店街ステッ

プアップ応援

事業 

（都振連） 

商店街等に対し、専門家等を派遣し、必要なノウハウを 

提供します（専門家派遣）。 
 
※詳細は、東京都商店街振興組合連合会へ直接、お問合せく 

ださい。 

   不要 

12 

商店街起業・ 

承継支援事業 

(都振興公社) 

都内商店街で開業・事業多角化・事業承継する方（中小企

業者等）を対象に、支援(補助)を行います。 
 
〇補助対象 

・事業所整備費（店舗新装・改装工事費、設備・備品購 

入費、宣伝・広告費）、店舗貸借料 
 
※詳細は、東京都中小企業振興公社へ直接お問合せくださ

い。 
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事業名 事業概要 
区への前年度中の 

事前連絡の要否 

その他 

 

13 

広域支援型 

商店街事業 

（都振連） 

商店街等が行う、都内全域への波及効果の見込める、 

広域的な商店街事業に対し、支援(補助)を行います。 
 
〇補助対象 

・2以上の区市町村の区域で、3以上の商店街等が連携 

して実施するイベント事業 

・2以上の区市町村の区域で、2以上の商店街連合会が 

 連携して実施するイベント事業 
 
※詳細は、東京都商店街振興組合連合会へ直接お問合せくだ 

さい。 

不要 

14 

若手・女性リ

ーダー応援プ

ログラム助成

事業 

（都振興公

社） 

都内商店街で開業を希望しており、そのリーダーとなり得

る女性及び若手男性(年度末時点で 39以下の男性)に対

し、支援(補助)を行います。 
 
〇補助対象 

・事業所整備費（店舗新装・改装工事費、設備・備品購 

入費、宣伝・広告費）、店舗賃借料 
 
※詳細は、東京都中小企業振興公社へ直接お問合せくださ

い。 

15 

東京商店街 

グランプリ 

（都） 

「商店街」及び「商店街振興への貢献が顕著な個人」に対

し、その積極的かつ先進的な取組について、表彰します。 
  
各取組は、都内他商店街へ波及させ、各商店街でさらに 

優れた事業につなげていただくためのものです。 
 
※詳細は、中野区・東京都まで直接お問合せください 

16 

商店街防災力向

上緊急支援事業 

（都） 

首都直下地震等の大規模な災害が発生した際に備え、 

都内商店街が「防災力向上に取り組む事業」に係る経費 

に対して支援します。 
 
※詳細は、東京都まで直接お問合せください。 

17 

空き店舗ポータ

ルサイト（空き

店舗ナビ） 

（都振連） 

区内商店街の空き店舗で出店を検討されている方がいましたらご案内ください。 
 
 
東京都商店街振興組合連合会にて、 

都内商店街の空き店舗に関する情報を総合的に発信しています。 
 
※詳細は、東京都商店街振興組合連合会にお問合せください。 

 都振連 HP「TOKYO 商店街空き店舗ナビ（https://akitenpo.tokyo/）」 
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事業名 事業概要 
区への前年度中の 

事前連絡の要否 

その他 

 18 

進め！若手商人

育成事業 

（都振興公社） 

次代の商店街を担う若手商人の育成を中心に捉えた「人づ

くり」を行い、中小企業の発展と地域経済の活性化につな

げることを目的とした、支援事業です。 
 
〇支援プラン内容 

 ① 商店街パワーアップ作戦（専門家派遣） 

  ② 商店街スキルアップ事業（専門家派遣） 

 ③ 商人大学校 

 ④ 商店街リーダー実践力向上塾 

 ⑤ 商店街企業促進サポート事業（商店街開業プログラ 

ム） 

 ⑥ 中小小売商業活性化フォーラム 
 
※詳細は、東京都中小企業振興公社へ直接お問合せください。 

   不要  19 

商店街デジタル

化推進事業 

（都単独） 

商店街等に対し、商店街デジタル化推進のために必要な 

経費を支援(補助)します。 
 

〇補助対象 

①商店街等が一体的にキャッシュレス決済を導入する 

取組 

②商店街等がデジタル技術を活用し、活性化を図る取組 

（アプリの開発、在庫管理システムの構築等） 

③過年度に本事業①・②の採択を受けた商店街等が導入 

機器等の活用・運用を図る取組 
 

※詳細は、東京都へ直接、お問合せください。 

  20 

商店街街路灯 
等に対する、 
電灯料助成 
（区） 

商店街等が保有、維持管理を行う、「商店街街路灯、アー

チ、アーケード」について、その電灯料の一部を支援(補 

助)を行います。 
 
※その他詳細は、中野区へお問合せください。 

  21 
商店街街路灯等 
の修繕助成 
（区） 

商店街等が保有、維持管理を行う、「商店街街路灯、アー

チ、アーケード」のうち残置灯の性質を持つものについて、

修繕・改修等に要する経費の一部を助成します。 
 
当事業は、国・都の各種助成金の補助対象外であることが 

助成の条件となります(緊急性の高いもの除く)。 
 
※その他詳細は、中野区へお問合せください。 

  

○その他 

    １～４ページ中「事業概要」欄にて、問合せ先として、「中野区・東京都まで」のように、 
具体的な所管名が記載されていない事業については、以下のとおり、お読み取りください。   
【東京都】産業労働局 商工部 地域産業振興課（03-5320-4787） 
【中野区】区民部 産業振興課 商店街支援係（03-3228-5591） 
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